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「相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト」（案） 

 

「相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト」を検討するにあたり、前回（第 6

回 2015 年 1 月 31 日）示したコンセプトの要素１～３について、施設整備に係る内容を

抽出します。 

今回抽出した内容をもとに、次回コンセプト及びその内容を整理します。 

  

1. コンセプトの要素１～３の施設コンセプト項目の抽出 

 

コンセプトの要素—１ 

新しい「ごみの資源化施設」の整備について、皆さまから頂いているご意見・ご要望 

１．建設位置 

・施設の建設については、学校や住宅地までの距離を確保する 

２．公害防止対策 

・ガス・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）、騒音、振動、電波障害等の対策は万全にする 

・施設の測定データ等を表示する表示板を設置する 

３．環境整備 

（１）公園 

・地域には公園がないため、計画用地及び周辺の土地を可能な

限り確保し、施設周辺は隣接する学校・住宅地との緩衝緑地

の機能も兼ねた地域住民・子供たちが安心・安全に利用でき

る自然型公園を整備し、地域に開放する 

・ゆくのき学園と連携を持った多様性に富んだ公園とする 

（２）災害対策 ・災害発生時に有用な機能を確保する 

（３）付帯施設 
・ごみ減量化等の展示施設と併設した郷土資料館を建設する 

・休日、夜間に使用可能な多目的ホールを建設する 

４．その他関連要望 

・地元大戸町会との協議をする運営委員会を設置する 

 

コンセプト要素-1 の施設整備に係る内容（運営関連・周辺整備を除く）は、「公害防止

対策」「災害対策」「付帯施設（※公園も含む）」が挙げられます。 

  

【資料３】 
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（参考）新しい「ごみの資源化施設」皆さまから頂いているご意見・ご要望に対する進捗状況 

要望 進捗・検討状況 

１．建設位置  

・施設の建設については、学校や住

宅地までの距離を確保する 

・学校、住宅地までの距離を 110ｍ以上確保し、住

宅地と学校から均等に配置する案で計画中で

す。 

２．公害防止対策  

・ガス・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）、

騒音、振動、電波障害等の対策は万

全にする 

・安心・安全な施設運営のため対策を講じます。

屋内のＶＯＣについては活性炭吸着装置等の除

去装置によって取り除く計画を検討中です。 

・施設の測定データ等を表示する表

示板を設置する 

・施設の運転状況等の情報については周辺住民と

対話ができる会議を開催することを検討してい

ます。 

・環境測定値はホームページに公表する予定で

す。 

３．環境整備  

（１）公園 

・資源ごみ処理施設の隣接地域を公園として整備

します。施設の緩衝帯として既存の緑地を保全

し、自然型の公園を整備します。 

・東京都自然保護条例及び森林法等を遵守し、施

設整備区域の緑地面積は、今後の東京都との協

議により決定しますが、既存緑地も極力保存し、

周辺緑地と調和する計画とします。 

（２）災害対策 

・施設には防災備品倉庫を整備します。 

・資源ごみ処理施設計画地周辺からの市道への土

砂流出については、公園整備の中で対応を図り

ます。公園整備までの間についても、暫定的な

対策を検討いたします。 

・施設計画地内では、造成工事によって生じた新

たな法面に対し土砂災害が発生しない整備を行

い、施設計画地周辺では、今後の公園計画時に

土砂が流出しない対策を検討します。 

（３）付帯施設 

・ごみ減量化等の展示については、設置の方向で

検討しています。 

・廃棄物処理施設として都市計画決定を行うこと

になり、子どもセンターや郷土館は施設内には

作れないため、施設内のスペースの利用や市立

博物館の活用等の検討を行います。 

・市民や見学者が利用できる集会や学習施設とし

ての機能を持たせた多目的ホールの整備を検討

します。 

４．その他関連要望  

・地元大戸町会との協議をする運営

委員会を設置する 
・運営協議会を設置する方向で検討中です。 
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コンセプトの要素ー２ 

町田市資源循環型施設整備基本計画 ～新しい「ごみの資源化施設」の整備について～ 

２０１３年４月に策定された「町田市循環型施設整備基本計画」の中で、新しい施設

に求められる機能・役割について、次のように記載しています。 

 

求められる機能・役割 

“ごみの資源化施設は、環境負荷の低い施設とすることのみならず、環境学習及びコミ

ュニティ活動や防災の拠点となるなどの機能を併せ持つことも期待されている。” 

 

１．防災機能 

資源ごみ処理施設は、災害に備えて、防災備蓄倉庫機能等を持たせるなど、災害発生時に

有用な機能を果たすよう整備する。 

 

２．環境学習・ごみ減量啓発機能 

資源化及び減量化推進活動の拠点・環境学習の場としての機能を確保する。 

環境学習機能…循環型社会形成施設の位置づけと情報発信の場を提供する。 

体験等の学習機能…イベントの実施や学校との連携を図る。 

 

３．市民協働 

市民協働の場を設ける。 

 

４．景観への配慮 

緑地の面積を最大限確保し、緑が多く景観に配慮したデザインとする。 

※ 枠内：『町田市資源循環型施設整備基本計画～新しい「ごみの資源化施設」の整備について～』

（2013年４月町田市）第10章より抜粋 

 

コンセプト要素-2 の施設整備に係る内容としては、「環境負荷の低い施設」「防災機能」

「環境学習・ごみ減量啓発機能」「市民協働」「景観への配慮」が挙げられます。 
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コンセプトの要素ー３ 

まちづくりや環境に関する各種の計画 

町田市のまちづくりや環境に関する各種の計画より、施設整備に係る内容を抽出しま

す。 

計画の名称 概要 

町田市都市計画マスタープラン 

（2017 年 4 月第 3版） 

都市計画法第 18 条の 2 の規定に基づいて市町村

が策定する「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」で、都道府県が定める「都市計画区域に関す

る整備、開発及び保全の方針」と市の基本構想に即

して定めた計画。 

第二次町田市環境マスタープラン 

（2012 年 4 月） 

町田市で目指す｢望ましい環境像｣を提示し、その

「望ましい環境像」を実現するための基本目標と

基本目標を達成するための達成目標、環境施策、計

画の推進体制、進行管理について定めた計画。 

町田市景観計画 

（2009 年 12 月） 

町田市の良好な景観づくりを目指して、地域の資

源や特徴に配慮した景観づくりの進め方を定めた

計画。 

町田市緑の基本計画 2020 

（2016 年 3 月） 

緑地の適正な保全や緑化の推進さらには公園緑地

の整備に関して、その将来像、目標などの緑のある

べき姿とそれを実現するための施策などを定め

る、緑とオープンスペースに関する総合的な計画。 

町田市地域防災計画 

（2016 年度修正） 

町田市・東京都及び防災に関係する機関や、その他

市民が持ちうる全機能を発揮し、市民の生命、身体

及び財産を災害から保護することを目的として定

めた計画。 

 

（１） 町田市都市計画マスタープラン 

町田市都市計画マスタープランは地域毎に策定されています。ここでは、都市計画

マスタープラン（相原地域）から施設整備に係る内容を抽出します。 

 

【都市計画マスタープラン（地域別構想編（2013 年改定））1.相原地域より抜粋】 
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コンセプト要素-3「（１）町田市都市計画マスタープラン」の施設整備に係る内容

としては、「歴史・文化とふれあえるまち」「安心して快適に暮らせるまち」「みんな

が助け合えるまち」「環境にやさしいまちづくり（環境先進都市）」「自然を活かすま

ちづくり（みどりとの共存）」「住みつづけたいまちづくり（住環境・コミュニティ）」

「みどり豊かな環境を活かした住環境の形成」「良好な住環境や教育環境の形成」が

挙げられます。 

 

（２） 第二次町田市環境マスタープラン 

第二次町田市環境マスタープランの内容を確認し、施設整備に係る内容を抽出し

ます。 

 

【第二次町田市環境マスタープランより抜粋】 

基本目標 

 

コンセプト要素-3「（２）第二次町田市環境マスタープラン」の施設整備に係る内

容としては、「地球温暖化の防止～低炭素社会を目指すまちづくり～」「自然環境と歴

史的文化的環境の保全」「持続可能な循環型社会の構築」「良好な生活環境の創造～安

全で快適な暮らしを実現するまちづくり～」「環境に配慮した生活スタイルの定着～

学び・協働で進めるまちづくり～」が挙げられます。 
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（３） 町田市景観計画 

町田市景観条例の内容を確認し、施設整備に係る内容を抽出します。 

 

【町田市景観計画（第２章 町田市の景観づくりの基本的な方針）より抜粋】 

１．基本理念 

市の景観の特徴となっている、「自然景観」、「まち並み景観」、「文化的・歴史的

景観」、「生活・活動の景観」は、どれも市民の生活と深い関わりを持ちながら培わ

れ、人々と共に育まれてきた「生活風景」です。  

市では、そうした「生活風景」を市民が主役となって守り、つくり、育てていく

ことにより、市民だけではなく、市に関わりをもつ人、市を訪れる人も含めて、“生

活風景に魅力と豊かさを感じられるまち”を目指した景観づくりに努めます。 

２. 基本目標  

第１章で整理した市の特徴的な景観の要素である「自然景観」、「まち並み景観」、

「文化的・歴史的景観」、「生活・活動の景観」を踏まえて、４つの基本目標を設定

し、それぞれの視点から多面的に景観づくりに取り組み、基本理念である「生活風

景に魅力と豊かさを感じられるまち」の実現を目指します。  

コンセプト要素-3「（３）町田市景観計画」の施設整備に係る内容としては、「自然

景観」「まち並み景観」「文化的・歴史的景観」「生活・活動の景観」が挙げられます。 
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（４） 町田市緑の基本計画 

町田市緑の基本計画の内容を確認し、施設整備に係る内容を抽出します。 

 

【町田市緑の基本計画（概要版）より抜粋】 

 

コンセプト要素-3「（４）町田市緑の基本計画」の施設整備に係る内容としては、

「町田の環境文化を育む多摩丘陵・里山回廊の保全・再生・活用」が挙げられます。 
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（５） 町田市地域防災計画 

町田市地域防災計画の内容を確認し、施設整備に係る内容を抽出します。 

 

【町田市地域防災計画 （第 1 章第 5 節 防災ビジョン）より抜粋】 
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コンセプト要素-3「（５）町田市地域防災計画」の施設整備に係る内容としては、

「災害に強いまちづくり」が挙げられます。 
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2. 施設整備に係る内容の整理 

コンセプトの要素１～３により抽出された施設整備に係る内容を一覧で整理します。 

 

 

 

 

 

施設整備に係る内容の整理 抽出元 

コンセプト要素-１ 

公害防止対策 皆さまから頂いているご意見・ご要望 

災害対策 皆さまから頂いているご意見・ご要望 

付帯施設（※公園も含む） 皆さまから頂いているご意見・ご要望 

コンセプト要素-2  

環境負荷の低い施設 町田市資源循環型施設整備基本計画 

防災機能 町田市資源循環型施設整備基本計画 

環境学習・ごみ減量啓発機能 町田市資源循環型施設整備基本計画 

市民協働 町田市資源循環型施設整備基本計画 

景観への配慮 町田市資源循環型施設整備基本計画 

コンセプト要素-3 

歴史・文化とふれあえるまち （１）町田市都市計画マスタープラン 

安心して快適に暮らせるまち （１）町田市都市計画マスタープラン 

みんなが助け合えるまち （１）町田市都市計画マスタープラン 

環境にやさしいまちづくり 
（環境先進都市） 

（１）町田市都市計画マスタープラン 

自然を活かすまちづくり（みどりとの
共存） 

（１）町田市都市計画マスタープラン 

住みつづけたいまちづくり 
（住環境・コミュニティ） 

（１）町田市都市計画マスタープラン 

みどり豊かな環境を活かした住環境の
形成 

（１）町田市都市計画マスタープラン 

良好な住環境や教育環境の形成 （１）町田市都市計画マスタープラン 

地球温暖化の防止～低炭素社会を目指
すまちづくり～ 

（２）第二次町田市環境マスタープラン 

自然環境と歴史的文化的環境の保全 （２）第二次町田市環境マスタープラン 

持続可能な循環型社会の構築 （２）第二次町田市環境マスタープラン 

良好な生活環境の創造～安全で快適な
暮らしを実現するまちづくり～ 

（２）第二次町田市環境マスタープラン 

環境に配慮した生活スタイルの定着～
学び・協働で進めるまちづくり～ 

（２）第二次町田市環境マスタープラン 

自然景観 （３）町田市景観計画 

まち並み景観 （３）町田市景観計画 

文化的・歴史的景観 （３）町田市景観計画 

生活・活動の景観 （３）町田市景観計画 

町田の環境文化を育む多摩丘陵・里山
回廊の保全・再生・活用 

（４）町田市緑の基本計画 

災害に強いまちづくり （５）町田市地域防災計画 
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3. 資源ごみ処理施設 コンセプト項目（案） 

一覧にまとめた内容について、類似した意味を持つものをグルーピングすると、 

１） 生活環境や自然環境への配慮に関連する内容（周辺環境への配慮） 

２） 防災対策に関連する内容（災害対策） 

３） 環境学習やコミュニティ活動、市民協働に関連する内容（市民活動拠点） 

の３つに分類できます。 

 

各項目の分類を以下に示します。 

  

施設整備に係る内容の整理 抽出元 分類 

コンセプト要素-１  

公害防止対策 
皆さまから頂いているご
意見・ご要望 

１）周辺環境への配慮 

災害対策 ２）災害対策 

付帯施設（※公園も含む） ３）市民活動拠点 

コンセプト要素-2   

環境負荷の低い施設 

町田市資源循環型施設整
備基本計画 

１）周辺環境への配慮 

防災機能 ２）災害対策 

環境学習・ごみ減量啓発機能 ３）市民活動拠点 

市民協働 ３）市民活動拠点 

景観への配慮 １）周辺環境への配慮 

コンセプト要素-3  

歴史・文化とふれあえるまち 

（１）町田市都市計画 
マスタープラン 

３）市民活動拠点 

安心して快適に暮らせるまち １）周辺環境への配慮 

みんなが助け合えるまち ３）市民活動拠点 

環境にやさしいまちづくり 
（環境先進都市） 

１）周辺環境への配慮 

自然を活かすまちづくり（みどりと
の共存） 

１）周辺環境への配慮 

住みつづけたいまちづくり 
（住環境・コミュニティ） 

１）周辺環境への配慮 

みどり豊かな環境を活かした住環境
の形成 

１）周辺環境への配慮 

良好な住環境や教育環境の形成 １）周辺環境への配慮 

地球温暖化の防止～低炭素社会を目
指すまちづくり～ 

（２）第二次町田市環境 
マスタープラン 

１）周辺環境への配慮 

自然環境と歴史的文化的環境の保全 １）周辺環境への配慮 
持続可能な循環型社会の構築 １）周辺環境への配慮 
良好な生活環境の創造～安全で快適
な暮らしを実現するまちづくり～ 

１）周辺環境への配慮 

環境に配慮した生活スタイルの定着
～学び・協働で進めるまちづくり～ 

３）市民活動拠点 
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１）～３）のグルーピングの中でも、１）周辺環境への配慮に関しては、環境負荷低減

や公害防止に関すること、生活環境・良好な住環境形成に関すること、自然環境に関す

ることと、最も広義的な意味を持つものと考えられます。 

これらの内容をもとに、今回の資源ごみ処理施設のコンセプトとその内容を整理しま

すが、その中で１）～３）それぞれの内容の位置づけについても検討し、まとめていき

ます。 

 

 １） 周辺環境への配慮 

（環境負荷低減や公害防止に関すること） 

・公害防止対策、環境負荷の低い施設 

・地球温暖化の防止～低炭素社会を目指すまちづくり～ 

・持続可能な循環型社会の構築 

（生活環境・良好な住環境形成に関すること） 

・安心して快適に暮らせるまち 

・環境にやさしいまちづくり（環境先進都市） 

・景観への配慮 

・住みつづけたいまちづくり（住環境・コミュニティ） 

・みどり豊かな環境を活かした住環境の形成 

・良好な住環境や教育環境の形成 

・良好な生活環境の創造～安全で快適な暮らしを実現するまちづくり～ 

・まち並み景観、文化的・歴史的景観、生活・活動の景観 

（自然環境に関すること） 

・自然を活かすまちづくり（みどりとの共存） 

・自然環境と歴史的文化的環境の保全 

・自然景観 

・町田の環境文化を育む多摩丘陵・里山回廊の保全・再生・活用 

 

 

 

自然景観 

（３）町田市景観計画 

１）周辺環境への配慮 

まち並み景観 １）周辺環境への配慮 

文化的・歴史的景観 １）周辺環境への配慮 

生活・活動の景観 １）周辺環境への配慮 

町田の環境文化を育む多摩丘陵・里
山回廊の保全・再生・活用 

（４）町田市緑の 
基本計画 

１）周辺環境への配慮 

災害に強いまちづくり （５）町田市地域防災 
計画 

２）災害対策 
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 ２） 災害対策 

・防災機能 

・災害に強いまちづくり 

 

 ３） 市民活動拠点 

・付帯施設（公園も含む） 

・環境学習・ごみ減量啓発機能 

・市民協働 

・歴史・文化とふれあえるまち 

・みんなが助け合えるまち 

・環境に配慮した生活スタイルの定着～学び・協働で進めるまちづくり～ 
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町田市資源ごみ処理施設（相原地区）コンセプト（案） 

 

1.1. 市民の生活環境と周辺の自然環境にやさしい施設 

周辺住民の生活環境や緑豊かな自然環境を保全するために、プラント設備及び建築物が及ぼす

周辺への環境負荷を低減し、周辺環境との調和を図ることができる施設とする。 

(1) プラント設備に伴う、騒音・振動、臭気等に配慮する。 

(2) 市民の生活環境を保全すると共に、より良好な生活環境の形成のために、周辺環境や景観

に調和した施設配置・施設計画とし、地域に親しまれる施設とする。 

(3) 既存の自然環境を活かした施設計画とするため、周辺を公園として整備すると共に、再生

可能エネルギーを採用する等、地球温暖化対策に寄与する施設とする。 

 

 

1.2. 市民が安心して生活できる災害に強い施設 

市民が安心して生活できる様に、災害時に、市民を支えることができる施設とする。 

(1) 資源ごみ処理施設は地震に強い構造とする。 

(2) 資源ごみ処理施設は、災害時に周辺住民の一時避難スペース及び防災備蓄倉庫等の機能を

備えた施設とする。 

 

 

1.3. 市民が学び・集い・交流することのできる施設 

市民がごみを通じて環境を学べる様に、市民が学び・集い・交流することのできる場を作り、

市民が積極的に参加できる様な施設とする。 

(1) 資源ごみ処理施設を利用する市民や見学者が環境に対する関心を高められるよう、見学ス

ペースや情報展示スペースを設け、環境学習の場を広げることができる施設とする。 

(2) 市民や見学者が利用するエリアについては、郷土資料の展示スペース等を設けると共に、

隣接学校と連携した公園の活用を行う等により、多様性に富んだ施設とする。 

 

1.4. 市民が安全に生活できる安定的な運営 

市民が安心して生活できる様に、安全で、安定的な施設の稼働を行い、また、稼働状況等につ

いても情報提供していく施設運営を行う。 

(1) プラント設備の運転にあたっては、安全管理、それに伴う労働安全衛生の徹底及び緊急対

応などを行うものとする。 

(2) 市民が安心して生活できる様に、施設の稼働状況等について公開する。 

 

 

 

 


